
 - 1 - 

【２０２６年度 長拳技能検定《３～６級》 実施要綱】 
２０２６年１月 

公益社団法人 日本武術太極拳連盟 

ジュニア普及委員会 

 

長拳技能検定は、長拳愛好者の技術向上を奨励し、普及をより促進するために実施するものである。 

下記内容に基づいて、本年度の【長拳技能検定《３～６級》】を実施する。 

記 

１.実施期間と級位： 

本年度の実施は、２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日の期間で、技能検定６級・５級・４級・３級

の４級位に限定して実施することとする。なお実施地域の状況により、実施組織の判断で６級～４級までに

限定しての実施も認める。 

 

２.実施組織： 

実施主体は各都道府県連盟、近隣の複数都道府県合同、各ブロックのいずれかの単位で実施する。合同、 

あるいはブロックで実施する場合は、担当窓口を１都道府県連盟に定め、実施組織として日本連盟との事務

手続きを行う。なお、都道府県連盟に所属する加盟団体が直接実施することはできない。 

 

３.検定内容と受験規定： 

級 
受験資格 

(学習歴) 
実施主体 検定審査員 受験料 登録料 

６級 

３ヵ月以上 

 

①都道府県連盟(単独) 

 

②複数都道府県連盟 

(合同) 

③ブロック 

 

 

各級の検定審査員(以下｢審査員｣という)

グループは、原則３名で実施する。 

ただし、受験者数により審査員数を 1

～3 名のいずれかで担当する場合もあ

る。 

(基準などについては、下記５.の項目を参照) 

・24 歳以下： 

1,500 円 
・25 歳以上： 

3,000 円 

1,500 円 ５級 

４級 

３級 ６ヵ月以上 

・24 歳以下： 

2,000 円 
・25 歳以上： 

4,000 円 

2,000 円 

 

▼級位資格を所有していない場合の(新規)受験について…… 

  新規受験者は、６級から受験申請することになるが、このとき５級、４級、３級いずれにも飛び級受験す

ることができる。ただし、この場合は下位級の試験内容も同時に受験しなければならない。このとき上位

級が合格判定であっても、その下の級位が不合格判定であれば、さらにその下の級位の合格判定をもって

合格級位とする。 

例) 新規受験者が４級を飛び級受験し、４級が合格判定であっても５級が不合格判定で、６級が合格判

定であれば判定級位は６級となる。また５級を飛び級受験し、５級が合格判定であっても６級が不

合格判定であれば級位は与えない。 

▼級位資格所有者の昇級受験について…… 

  現在６～４級のいずれかを所有する者が、昇級のための受験申請をする場合、受験級の｢申請･登録報告用

紙｣に必ず現級の証書番号(証書に印字されている９桁の番号)を明記すること。 

  このとき、現在所有している級位の２つ以上の上位級を飛び級受験する場合、現在所有している級位と、

受験申請した級位との間の級位の試験内容も同時に受験しなければならない。当然、所有している級位以

下の試験内容は、あらためて受験する必要はない。そして上位級が合格判定であっても、その下の級位が

不合格判定であれば、さらにその下の級位の合格判定をもって合格級位とする。 

例) ６級の所有者が４級を受験し、４級が合格判定であっても５級が不合格判定であれば、級位は変わ

らない。 
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▼受験料について…… 

  ＊６～４級……24歳以下は１,５００円／25歳以上は３,０００円 

  ＊３級…………24歳以下は２,０００円／25歳以上は４,０００円 
※飛び級受験の場合は、受験級の受験料のみで、同時に受験する下位級の受験料は不要。 
※年齢基準は、検定試験日当日とする。 

 
４.検定実施申請から終了までの作業手順： 

①実施組織と日程の決定： 

検定の実施主体は都道府県連盟、近隣の都道府県連盟合同、ブロックのいずれかの単位で実施する。なお

合同やブロックで実施する際は、実施申請から検定終了時までの事務手続き作業の担当窓口を１都道府

県連盟に決め、実施組織とする。 

②実施申請と検定審査員の配置計画： 

実施組織は、検定実施予定日の１～２ヵ月前までに｢実施申請書 兼 技能検定審査員配置報告書(書式 1)｣

を日本連盟に送付。このとき担当予定の検定審査員(以下｢審査員｣という)の氏名を該当欄に記入。実施組

織により審査員を配置できない場合は空欄に、その際は日本連盟より推薦する。 

 ③受験者の申請： 

受験申請者は、｢申請･登録報告用紙(書式 2～5)｣に受験料を添えて所属団体に申請。 

 ④受験申請書と受験料の受理： 

加盟団体が受理した｢申請･登録報告用紙(書式 2～5)｣と受験料は、所属する都道府県連盟および実施組織

に申請する。実施組織は受理し、同時に｢受験申請者･登録者一覧(書式 6)｣を作成。 

 ⑤検定審査員(数)の最終決定： 

受験者数の確定により、審査員(数)を最終決定する。 

日本連盟に審査員配置を依頼している場合は、審査員数をあらためて報告し推薦を待つ。審査員数を決め

かねている場合は、人数・人選を日本連盟と相談し、審査員が確定したら実施組織に通知する。 

⑥技能検定の実施： 

技能検定を実施する。終了後すみやかに合否結果を受験者に通知し、合格者(登録希望者)から規定の登録

料を徴収。同時に｢申請･登録報告用紙(書式 2～5)｣｢受験申請者･登録者一覧(書式 6)｣の各書類を完成。

あわせて日本連盟へ検定終了の報告をする。 

⑦登録手続き： 

実施組織は、検定実施後１ヵ月以内に以下の書類一式を日本連盟に送付し、登録料を納付。 

｢申請･登録報告用紙(書式 2～5)｣｢受験申請者･登録者一覧(書式 6)｣｢技能検定実施報告･検定登録一括 

申請書(書式 7)｣３種類の原本をまとめて日本連盟に送付し、コピーは実施組織にて保管。 

同時に登録料(不課税)を、日本連盟の指定銀行口座に納付。 

なお日本連盟に納付される登録料の 50％は会費として計上される。 

 

 ⑧認定証書と象徴物の交付： 

日本連盟は、実施組織からの関連書類一式を受領後１ヵ月以内を目安に、｢認定証書《３～６級》｣と象徴

物として｢ピンバッジ(３級のみ)｣を実施組織に送付。実施組織は、登録者の証書番号を｢受験申請者･登録

者一覧(書式 6)｣のコピーに記入。同時に｢認定証書｣と｢ピンバッジ｣を、すみやかに都道府県連盟および

加盟団体に送付。 

５.検定審査員： 

２０２０年度より、実施組織のコスト負担を軽減し安定的事業としていくため、受験者数により審査員数を

１～３名の幅の中で柔軟に対応、決定できることとする。実施組織は、下記の設定基準などを参考に委嘱する。

なお、実施組織において審査員を自前で配置できない場合は、日本連盟に配置を依頼できる。 

  例) ３～６級の全受験者数が８名前後であれば、配置する審査員の能力により１名ないし２名でもよい。

ただし審査員が少数の場合、これまで以上に公正・中立性が求められる。信頼性を損なうことのない

ように、担当審査員の指導員資格条件を厳守したうえで、人選・審査員数を熟考・決定すること。  
 

▼受験者数に対する検定審査員数と指導員資格の条件…… 

・受験者数１０名以下 ⇒ 検定審査員数１名 
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〔６～４級……Ｃ級以上１名／３級……Ｂ級１名〕 

   ・受験者数７～２０名 ⇒ 検定審査員数２名 

〔６～４級……Ｃ級以上１名＋普及以上１名／３級……Ｂ級１名＋Ｃ級以上１名〕 

   ・受験者数１５名以上 ⇒ 検定審査員数３名 

〔６～４級……Ｃ級以上１名＋普及以上２名／３級……Ｂ級１名＋Ｃ級以上１名＋普及以上１名〕 

※受験者数はあくまで目安とし、上記基準と担当審査員の能力に照らして審査員数を決定する。 

 

６.各級試験項目と判定基準： 

 

  

級 套路試験 基本功試験 

位 内 容 判定基準 内 容 判定基準 

６
級 

カンフー体操 1 
・套路が通せる 

・発声が正しい 
・抱拳礼（返事） 

・姿勢が正しい 

・抱拳礼が正しくできている 

・返事がはっきりできる 

５
級 

  

 

カンフー体操 2 
・套路が通せる 

・発声が正しい 

・抱拳礼（返事） 

・手型、手法（抱拳、衝拳、推掌） 

・姿勢が正しい 

・抱拳礼が正しくできている 

・返事がはっきりできる 

・手型、手法がおおむねできている 

４
級 

 
入門長拳 

・套路が通せる 

・発声が正しい 

・転頭 

・歩型（馬歩、弓歩、仆歩、虚歩、歇歩） 

・転頭の動作を理解している 

・５種類の歩型がおおむねできている 

３
級 

 

カンフー体操 1 

    ＋ 

カンフー体操 2 

    ＋ 

入門長拳 

・ぐらついたり つっかえたり 

せず、套路をスムーズに通 

せる 

・姿勢が正しい 

・手型、手法、歩型、腿法が

おおむねできている 

・動作と目線が一致している 

・動作がきびきびとしている 

・発声が大きく、動作と一致し

ている 

 

・手法組合せ 

（抱拳→衝拳→挑掌→亮掌→勾手→抱拳） 

・手型、手法が正しい 

・力点が明確である 

・動作がきびきびとしている 

腿法全体の要求 

・姿勢が正しい 

・軸足の踵が上がらない 

・軸足が伸びている 

・正しい方向に蹴り上げている 

 
・腿法 

(正踢腿、斜踢腿、側踢腿) 

・蹴り上げた足の膝が伸びている 

・蹴り上げた足の爪先を起こしている 

 
・腿法（拍脚） 

・蹴り上げた足の膝・爪先が伸びている 

・足の甲を叩けていて、音が出ている 

 
 
 

・腿法（弾腿） 
・膝を曲げてから蹴り伸ばしている 

・力点が爪先に達している 

・弓歩衝拳 

・姿勢が正しい 

・手型、手法が正しい 

・歩型、歩法が正しい 

・上下の協調性がある 

・力が拳に達している 
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７.基本タイムスケジュール： 

 検定当日の基本タイムスケジュールは、午前中に事前講習を行い、午後は各級の検定試験を行う。以下に一

例を示すが、あくまで参考とすればよい。会場の状況により実施組織責任者や主任審査員が総合的に判断し、

より進めやすい方法やスケジュールに変更するなど、柔軟に対応する。 

 

＊ 9:30 受付け 

  ＊10:00 開会・事前講習 

       ・抱拳礼、挨拶、審査員(講師兼務)･スタッフの紹介、諸注意など 

       ・準備運動、事前講習(２～３のグループに分かれ、同時並行で講習を進める) 

   ＊12:00 昼食・休憩 

  ＊13:00 検定試験(６級･５級･４級･３級) 

       ・受験者出場順と試験手順についての説明・確認など 

       ・６級･５級･４級･３級の順で検定試験(各級基本功試験と套路試験をセットで実施) 

       ・套路試験では、受験者が忘却などで演技を中断したり套路を完了できなかった場合、その後２回までやり直し

を認める。 

   ＊16:00 合格発表・閉会・解散 

       ・合格発表、登録手続き(登録料納付)、抱拳礼 

 

８.持参するもの： 

 運動着、室内用シューズ、タオル等 各自が必要と思うもの。 

 

９.登録手続き： 

▼登録料について…… 

・６～４級：１,５００円／３級：２,０００円 

※いずれも不課税とする。 

※日本連盟に納付される登録料の 50％は会費として計上される。 

※年齢規定はなく一律とする。 

 

 ▼認定証書と象徴物…… 

  登録手続きした者には、日本連盟より｢認定証書《３～６級》｣と象徴物として｢ピンバッジ(３級のみ)｣が

付与される。 

 

■認定された級位は、今後昇級・昇段しない限り終身称号とし、更新手続きを要しない。 

 

 

                                            以上 

 

 


